
令和３年１１月１日採用 

 赤平市会計年度任用職員募集要領 

 

◯募集期間：令和３年１０月２５日(月)まで ※保育士は随時募集中。 

  

会計年度任用職員とは 

 令和 2 年度から施行された地方公務員法第 22 条の 2 の規定に基づき１会計年度内（4 月 1 日から 

翌年 3 月 31 日まで）を任期として任用される非常勤の公務員です。地方公務員として地方公務員法 

が適用され、条件付採用や人事評価、懲戒処分、分限処分、服務規程（守秘義務、信用失墜行為の禁止、 

職務専念義務など）が適用となります。 

 

１．募集内容（職種及び採用予定人数等） 

  職種人数 一般事務職 １名  ※引続き、保育士も募集しております。 

  その他、任用期間・勤務場所・業務内容・勤務時間は、募集一覧をご覧ください。 

２．勤務条件  

項 目 内     容 

任用期間 任用開始日から令和 4年 3 月 31 日までの１会計年度内で定められた期間 

ただし、任用から１ヶ月間は条件付採用（試用）期間となります。 

※職種により任用期間が異なります。 

※勤務成績が良好で次年度も職がある場合、再度の任用もあります。 

報 酬 額 募集一覧でご確認ください。 

※勤務時間等に変更があった場合には報酬額も変更となります。 

※経歴による加算があります。（上限あり） 

諸 手 当 通勤、期末、時間外勤務手当等 

・期末手当 年間 1.45 月分(支給月：6 月 0.725 月分、12 月 0.725 月分)支給。 

ただし、在職期間に応じて支給割合あり。(30％～100％支給) 

※通勤、期末手当は、一定の条件を満たす場合に支給します。 

休  日 週休日（原則として土･日曜日）、祝日、年末年始 

※職種や勤務場所によって異なる場合があります。 

休  暇 年次有給休暇、特別休暇等 

※任用期間、勤務時間等により日数が異なります。 

休  憩 1 日の勤務時間が 6 時間を超える場合は少なくとも 45 分、8 時間を超える場合は少なく

とも 1 時間の休憩があります。 

福利厚生 社会保険（健康保険、厚生年金）、労災保険、雇用保険の適用があります。 

※一定の要件を満たす場合 

服  務 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。 

営利企業への従事（兼業）を行うことができます。ただし、職務専念義務や信用失墜 

行為の禁止等の服務規律については適用となるため留意してください。 

そ の 他 研修、人事評価、定期健康診断の対象となります。 



３．応募資格 資格、経験の必要な職があります。募集一覧をご確認下さい 

        ※障がい者手帳等をお持ちの方も募集します。 

         自力で通勤でき、介助者なしで勤務ができる方。 

 

４．提出書類 ・赤平市会計年度任用職員登録申込書（本人手書） 

・履歴書（本人手書）     

      ・資格証等の写し（資格・免許等が必要な職種） 

       ※書類不備の場合は、受付できません。 

  

５．募集期間 令和 3年 10月 25日（月）まで（郵送可） 

市役所開庁時間の平日 8 時 30 分から 17 時まで（土・日・祝日を除く） 

  

６．選考方法 （１）書類選考 

（２）個人面接 ※必要に応じて実施 

※選考結果は、随時文書で通知します。 

    

７．申込みできない方（地方公務員法第 16 条） 

 ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者    

 

８．そ の 他 この選考において提出された書類は一切返却しません。 

        この選考において市が収集する個人情報は、選考及び採用に関する事務以外の目的では 

一切使用しません。ただし、採用者の個人情報は人事情報として使用します。 

応募状況等により登録申込者全員が希望職種に任用されるわけではありません。 

 

 

【お問合せ・申込み先】 

       〒079-1192 赤平市泉町４丁目１番地  

  赤平市役所総務課職員係 電話 0125-32-2211 

 

        ※申込書・履歴書の配布は、上記問い合わせ先または 

赤平市ホームページからダウンロードできます。 

 

 


